
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 西クリーンセンター焼却炉制御システム計算機改造 

 契 約 業 者 名 富士電機株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

一般廃棄物焼却施設である西クリーンセンターの計算機システムは、プラントの運転制御や公

害監視を司る重要な設備である。プラントを安全かつ安定的に稼働するためには、プラント運転

員による適正な計測機器の管理を行うとともに適切な運転操作が必要とされる。 

本業務は、計算機システムのうち、プラント運転員が監視操作を行うオペレータステーション

（監視モニタ）の画面変更や、トレンドPCにおける排ガス成分の追加等を行うものである。   

計算機の改造には、ソフトウェア設計及び各種試験が必要となり、実施できるのは当該計算機

を独自に設計・製作し、その構成・機能を熟知するとともに、プラントの運転制御ロジックにも

精通している上記業者のみである。 

したがって、本業務は上記業者と随意契約締結するものとする。 

担当部署 

（問合せ先） 
環境局西クリーンセンター  （電話番号０７８－９７４－２００５） 

 

 


